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はじめに
– 検査制度の歴史的背景と意義
– 日米の制度改革をふまえた、日本におけるリスクイン

フォームドの導入とその課題
– 制度設計・運用におけるステークホルダー関与と実例
– 今後の展望



検査制度の概要と誕生
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CM: Configuration Management 構成管理、OP: Operaiton 運転、MA: Maintenance 保全、RP: Radiologiacl Protection 放射線防護、 MO: Management Observation ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ
PI: Performance Improvement パフォーマンス改善、CAP: Corrective Action Program 是正処置プログラム、OE: Operating Experience 運転経験

略語

原子力規制検査で求められる原子力安全
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・

現場第一線

発電所管理者

本社管理者

安全監視組織

ピアレビュー（WANO,JANSI等）

原子力規制検査
パフォーマンスベースで、
リスク情報を活用し 、

事業者の活動を監視

世界最高水準の原子力安全

Check
Action

Plan
Do

事業者
の安全
確保プロ
セス

・・
・

参考資料 日本原子力学会 原子力安全部会 新検査制度の効果的な実施に関する検討WG 検討資料 2019年を基に作成

安全に対する一義的責任をもつ事業者による安全確保活動と原子力規制が相まって成り立つ制度
検査制度の全体像



Copyright © 2010 Accenture  All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.Copyright © 2010 Accenture  All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

原子力施設のリスクと規制

原子力施設

安全設計に対する審査

安全管理に対する検査

事故対策と原子力防災

規制ルールの整備

参考資料
阿部清治著「原子力のリスクと安全規制」
関村直人「 グローバルな視点に基づいた原子力安全マネジメント―検査制
度を中心に」
山本章夫「原子力の安全はどのように確保するのか」 日本原子力学会原
子力安全部会 ウィークリーウェビナーを基に作成

原子力という複雑なシステムには、リスクマネージ
メントの枠組みが必要。
規制は原子力のリスクをあるレベル以下に抑制する
ことが求められる。

原子力安全規制の構造
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保安措置義務

保安規定遵守義務

原子力規制検査の位置づけ

基本設計段階

詳細設計
＆

建設段階

運転段階

廃止措置段階

施設の健全性を担保 保安活動の妥当性を担保

設置許可

設計及び工事認可許可・届出 保安規定認可

使用前事業者検査

技術基準維持義務
定期事業者検査

安全性向上評価届出

長期施設管理計画認可 劣化管理措置義務

廃止措置計画認可
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参考資料 原子力規制委員会ウェブサイト、関村直人「 グローバルな視点に基づいた原子力安全マネジメント―検査制度を中心に」を基に作成
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検査

基本検査
特別検査

追加検査

安全重要度の
評価

プラントごと
の総合的な評

定
監視程度設定

被規制者の保安活
動の実施・改善

更なる安全性向上

結果の通知・
公表

強制措置

指導等

規制対応措置
評価
● ● 〇 ●軽微

安全実績指標（事業者等が提出）

検査官による日々のオーバーサイト活動（フリーアクセス）検査業務の流れ
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原子力規制検査は、
米国の制度を取り入れること
で開始した制度

日米検査制度の簡易比較

日本 米国
名称 原子力規制検査

Nuclear Oversight 
Program

原子力監督プロセス
Reactor Oversight Process 
(ROP)

開始年 2020年４月（検討開始
2016年）

2000年(検討開始1998年）

前制度 建設・運転・廃止段階ごとの検
査区分に応じたハード面の検査
と、保安検査、溶接工程、燃料
体の加工工程ごとの検査区分

SALP (Systematic 
Licensee Assessment 
Performance), SMM, PPR, 
IRAP

制度運営者 原子力規制委員会 （NRA) 原子力規制委員会 （NRC）

対象施設 原子力施設 商業用原子力発電所

主な特徴 リスクインフォームド、パフォーマンスベースド、7つのコーナーストーン、
フリーアクセス、内外関係者の関与、透明性

概要

次スライド以降で、日本が検査制度導入時にROPを採用した背景を、歴史的背景から明らかにする。
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ROPは、NRCが産業界からの提案を取り入れ、関係者の協働を通じデザ
インされた。長年、改善しながら運用されている。

出典: NRC, Public meeting on stakeholders` concerns, 1998, 7.17

”Regulatory Oversight Model“ by the NEI 
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NRC monitor indicators/reduced inspection 
document performance deviations in inspection 
reports

Shutdown order

Increased   
inspection 

activity
Special inspections
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Escalated enforcement action

Confirmatory action
letters

NOV:Notice of Violation 

In
di

ca
to

r
Va

lu
e

S
a
f
e
t
y

M
a
r
g
i
n

Regulator
y 
Threshold

Safety 
Threshold

ROPは、NEI（米国原子力産業協会）
の提案がきっかけであった

NRCは、産業界や第三者との検
討を重ねながら、ROPを制度設
計した

第三者の例：専門家集団、自治体

“リスク情報を活用し、安全のパフォーマ
ンスに基づいている。予見性があり、透
明性があるという点で、 原子炉監督プ
ロセスは、よい実践(good practice)
がなされている”, IRRS 2010
“検査活動は模範的である” フォロー
アップミッション, 2014

ROPは、導入後から改善を重ね
続け、IAEA IRRSのレビューで
も高い評価を得た制度に

ROP開発ワーキング準備会合資料（NRC保存文書）

導入背景 米国
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事故前のTMI（スリーマイル島原
子力発電所）を、Ｂ評定にしてい
たことで、NRCは大統領の諮問委
員会から、安全に対する規制の在
り方について厳しい指摘を受けた。

SALP以前の検査制度

参考資料 Union Concerned Scientist, “Reactor Oversight Process”を基に
作成

米国原子力規制改革の原点とTMI事故
導入背景 参考情報
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米国規制改革の根底にある考え

「規制しさえすれば、原子力発電所の安全が確保されるわけ
ではない。ひとたび、規制が膨れ上がり、複雑になることは、
原子力安全に対するネガティブ要因にもなりうる。」

「産業界の関心は、安全を全体的にとらえる注意より、規制
を満たすことに向けられている。」「規制には、電力会社や
サプライヤーが安全性向上施策に取り組もうとする際の妨げ
になっている可能性もある。」

ジョン・ケメニー委員長

参考資料 ケメニー委員会「TMI事故報告書 変化の必要性」 1979年10月を基に作成
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NRA が 実施する原子力規制検査に、安全性向上に取り組む事業者の自主的
な活動と社会からのフィードバッ クが協働することで、原子力施設の安全性
と信頼性が向上することを目指した制度。

検査制度とは

出典 日本原子力学会 原子力安全部会 新検査制度の効果的な実施に関する検討WG「新検査制度の効果的な実施に関する検討 2020 年度報告書 -変革と進展の多寡-」
(2021年9月）

13



検査制度の
特徴

事業者の安全確保に関する一義的責任が果たされ、
自らの主体性により継続的に安全性の向上が図られ
る。

事業者及び規制機関の双方の努力により、より高い
安全水準が実現される。

これらのために、効率的で、パフォーマンスベース
の、より規範的でない、リスク情報を活用した「検
査制度」

出典 関村直人「 グローバルな視点に基づいた原子力安全マネジメント―検査制度を中心に」
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1997 1999 2002 2006

保全プログ
ラム導入

溶接安全管
理審査導入

保安検査
導入

定期事業
者検査

従来の検査見直しは、事故トラブルを起点にしており、見直しする度に複雑化した。
新検査制度導入は IAEA IRRS勧告を参考に、制度設計に向けた動きが本格化した。

15

参考資料    原子力規制庁「原子力規制における現在の検査制度について」（平成28年5月30日）
大嶋 健志 「原子力発電所等の検査制度の見直しなど原子力関連法の改正案」(2017)
Hiroko Kondo “Discussion on challenges for new regulatory oversight program for nuclear facilities in Japan “(ANS Winter Meeting, 2019)を
基に作成

検査の在り方に
関する検討会報
告

IAEA IRRSの勧告

2011 2012

東京電力福島
第一原子力
発電所事故

NRA設置 

2013 2014 2016 2017 20202019

規制基準
の施行 

JNESの
NRAへの統
合

IAEA IRRSの勧告
 検査制度見直しの
中間とりまとめ

原子炉規制法の改正
詳細制度設計

試運用開始
本運用開始

溶接部熱処
理データ改
ざん

JCO臨界
事故

自主作業
点検記録
データ改
ざん

発電設備
データ改
ざん

2007

検査制度改革の年表

2016年IAEA IRRSの勧告 （抜粋）
政府は、検査制度を改善、簡素化すべきである。

効率的で、パフォーマンスベースの、より規範的
でない、リスク情報を活用した原子力安全と放射
線安全の規制を行えるよう、原子力規制委員会が
より柔軟に対応できる。・・・
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制度の一元化・体系化
16

重複のある混み入った形態の複数の検査を原子力規制検査として一本化された。制度が目指す状態を具現化させるものとし
て、７つの監視領域が設けられ、各検査が再整理されている。

監視領域 目的

原
子
力
施
設
安
全

発生防止
出力運転時及び停止時において、プラントの安定性に支障を及ぼし、重要な安全機能に問題を生じさせる事象
の発生を抑制すること。

拡大防止・
影響緩和

望ましくない結果（すなわち、炉心損傷）を防止するために起因事象に対応する系統、設備の動作可能性、
信頼性及び機能性を確保すること。

閉じ込め
の維持

物理的設計バリア（燃料被覆管、原子炉冷却系及び格納容器）が公衆を事故又は事象による放射性核種
の放出から守ることについて合理的な保証をもたらすこと。

重大事故等対処及び
大規模損壊対処

重大事故等及び大規模な損壊に対処するための事業者の体制及び設備が適切に整備され、使用する設備の
動作可能性、信頼性及び機能性を確保すること。

放
射
線
安
全

公衆に対する
放射線安全

通常の商用原子炉の運転の結果として公衆の区域へ放出される放射性物資の被ばくから公衆の健康と安全を
適切に守ることを確保すること。

従業員に対する
放射線安全

通常の商用原子炉の運転における放射性物資による被ばくから従業員の健康と安全を適切に守ることを確保す
ること。

核物質防護
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれ
ている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為を防止すること。



リスクインフォームド規制の
歴史
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米国の例
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日本の例  

1992 2002 2003 2006 2008 2009 2013 2015 2018 2020
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注：Nuclear Power Outlookに関する情報は、情報の入手性により2008年以降のみ記載。
参考資料
原子力文化財団「2023年度原子力に関する世論調査調査結果」
原子力エネルギー協議会「リスク情報活用に係るこれまでの実績および今後の取組みについて」を基に作成

日本原子力学会標準
原子力発電所の安全確保活用の変
更へのリスク情報活用に関する実
施基準:2010

通産省から
事業者への
PRA実施と
AM整備を
要請 

品質保証活
動として約
10年毎の
PSRの実施
及び国への
結果報告を
要請

保安院が事
業者のAM
整備状況と
有効性を確
認

略語
AM：アクシデントマネジメント、PRA :確率論的リスク評価、PSR:定期安全性レビュー

原子力安全
委員会にお
いて安全目
標案をとり
まとめ

品質保証活
動を保安規
定に見直し。
PSR実施を
法令要求事
項としてて
義務付け

原子力安全
委員会にお
いて性能目
標案を取り
まとめ

炉規法改正
に伴い、安
全性向上評
価を導入

保安院が実
用発電用原
子炉施設に
おける定期
安全ビュー
実施ガイド
ラインを発
行

日本原子力
学会標準原
子力発電所
の定期安全
レビュー実
施基準発行

原子炉等規
制法改正に
伴い、安全
性向上評価
を導入

原子力規制
検査開始

産業界がリ
スク情報活
用の実現に
向けた戦略
プラン及び
アクション
プラン策定日本原子力

学会PSR+

アクシデントマネジメントを起点にしたリスク評価の歴史はあるものの、米国と異なり、
検査制度の下地となるリスクインフォームド規制を欠いたまま運用を開始した。
そのため、検査制度の根幹をなすリスクインフォームドの実践が求められている。



検査制度とリスクインフォームド



リスクインフォームドの活用方法と効果
事業者の場合

リスク情報を活用すること（リスクインフォームド）で、発電所の脆弱点や運用上の課題、
新知見等の検討が可能に。→効果的な安全性向上対策が実施可能に。

原子力エネルギー協議会「リスク情報活用に係るこれまでの実績および今後の取組みについて
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リスクインフォームドの活用方法と効果
規制当局の場合 １

22

統合的なリスク情報を活用
した意思決定

リスク情報を
活用した分析深層防護

パフォーマンス監視規制要求への適合

リスク情報を活用した手法 確率論的リスク評価手法

安全裕度

決定論的な手法
出典 金子修一「新たな検査制度の概要」(2019.05)

検査制度におけるリスクインフォームドの狙いは、より重要な検査対象を選定し、原子力施設の設備及び
活動の安全機能に着眼した検査を行うことにある。
決定論的な考え方、深層防護・安全裕度等の考慮要素、確率論的手法を用いた定量的評価結果などを総合
的に活用する。
リスク評価(PRA)が活用できる事象等には、詳細な定量的リスク評価を行い、それ以外に対し定性的なリ
スク評価を行う。
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リスクインフォームドの主な例

・日常検査でのウォークダウン対象設備の
選定

• 緑を超える可能性のある検査指摘事項の
定量的な重要度評価に活用している。

レベル1PRAで得られる各設備のリスク重要
度（FV,RAW)を活用

検査

基本検査
特別検査

追加検査

安全重要度
の評価

プラントご
との総合的

な評定
監視程度設

定

被規制者の保安活
動の実施・改善

更なる安全性向上

結果の通知・
公表

強制措置

指導等

規制対応措置
評価
● ● 〇 ●軽微

安全実績指標（事業者等が提出）

リスク情報活用 原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課
検査評価室上席検査監視官米林賢二「事業者のPRAモデルの適切性確
認の現状と規制側の期待」（2024)

リスクインフォームドの活用方法と効果
規制当局の場合 2
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重要度評価区分の考え方

原子力規制庁 原子力安全に係る重要度評価に関するガイド 

参考情報
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検査制度におけるリスクインフォームドの進展状況

Answer #: 検査官 51 事業者 4,523
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パフォーマンスベースの実践

自分の業務での安全上重要度等に関する判断基準の変化

(リスク情報の活用）

フリーアクセスの評価

品質マネジメントシステムの運用

事業者、検査官とのコミュニケーション

検査結果の公表の有益性

検査制度による安全の改善
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Inspectors

出典: 検査制度WG意識調査 
2023

パフォーマンスベース

リスクインフォームド

透明性

検査官と事業者の意思疎
通

QMS 

フリーアクセス

安全改善

そう思
う

ややそ
う思う

どちら
でもな
い

あまり
そう思
わない

そう思
わない

わから
ない

検査官 事業者

原子力学会安全部会検査制度WG実施「検査官、事業者の意識調査」結果（抜粋）各項目の受け止め状況



検査制度とステークホルダーの関与
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 検査制度の見直しに関する検討チームの発足

- 従来制度の問題点、新たな制度による解決方法、新たな制度の方向
性を検討

- 原子力規制委員、原子力規制庁職員、外部有識者、原子力事業者、
産業界団体、学協会等が参画

 検査制度の見直しに関する ワーキンググループの発
足

- 新たな制度の詳細設計に関する議論

 - 原子力規制庁職員、原子力事業者が参画

出典 第6回会合検査制度の見直しに関する検討チーム
第33回WG検査制度の見直しに関するWG

検査制度の制度設計当初より、NRA内外の関係者が参画するチームが設けられ、詳細設計段階において
は、作業部会となるグループが発足している。



（地域や県民に）情報を
出すだけでなく、何を知
りたいか、何を疑問に
思っているかをまず聞く
ことが大切

原子力学会等の学会で検査制度の効果的な運用を検討する動きが起こり、幅広い関係者を招いた議論が
活発化した。

出典 福井新聞 2022年10月7日



透明性と社会との関わり

日本語は発表者の仮訳

深層的強さの要素

産業界 規制者 ステークホルダー

強力な自己規制とピア
レビュー

強力な内側
のチャレンジと
ピアレビュー

オープンな関与と情報

活力ある安全文化、継続的改善、
オープンさ、透明性がコアバリューで
ある

アカウンタビリティ

出典 関村直人 「この５年間の原子力規制を踏まえて ‐原子力安全部会の認識 ‐ (1) 規制全般に対する課題と今後の展望」(2018年2月）

29



まとめ
リスクインフォームドが切り開く検査制度の新たな地平
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原子力リスク管理の枠組み

31

•原子力という複雑なシステムのリスクを管理するためには、審査、検査、継
続的な安全性向上が一体となった枠組みが不可欠である。

• 審査: 設計段階での安全性確認。
• 検査: 運用段階でのリスク監視と安全確保。
• 安全性向上届出: 継続的改善とフィードバック。

•ステークホルダー全体がこの枠組みに積極的に関与することで、透明性の向
上と信頼の構築が可能になる。
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米国と日本のリスクマネジメントの進展

•米国では、TMI事故を契機に、リスクインフォームド規制に向けた規制
改革が進められた。
•日本では、IAEA IRRSの勧告を受け、リスクインフォームドに関する、
以下の検査制度改革が進めた。

• 統合的なリスクインフォームドの枠組み
• リスクインフォームドを取り入れた重要度評価
• 検査対象の選定

•事業者、規制当局、専門家など多様なステークホルダーが関与し、新し
い検査制度が形作られた。



Copyright © 2010 Accenture  All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.Copyright © 2010 Accenture  All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

日本におけるリスクインフォームドの課題

•課題1: 「パフォーマンス」概念の整合性
• 規制当局と事業者間で「パフォーマンス」に対する解釈が異なり、リスクインフォー

ムドについて共通認識が不足している。
→ 共通のリスク認識を形成するためには、どのような対話の場や仕組みが必要か？

•課題2: 意思決定プロセスの透明性
• 日本特有の高コンテクスト文化により、議論や意思決定の透明性が課題となる。リス

ク情報を基盤にした意思決定の仕組みが十分に機能していない。 
→ リスク情報を活用した透明な意思決定プロセスを日本の文化的背景に適応させる

 にはどうすべきか？

•課題3: 実践の加速
• 規制当局、事業者、地域社会を含むステークホルダーが、リスク情報活用を具体的行

動へと結びつける取り組みを加速させる必要がある。
→どのような教育・トレーニングや協力体制が有効か？ 
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結論

 リスクインフォームドは、検査制度の核として制度全体を進化さ
せる鍵である。

 今後の課題克服に向けては、ステークホルダー全体が協働し、取
り組む必要がある。

 持続可能で社会的信頼を獲得した検査制度の確立を目指すことが
できる。



ご清聴ありがとうございました
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